
 

○旭川市住居表示等審議会条例 

昭和56年６月20日条例第17号 

 

（設置） 

第１条 本市の住居表示並びに町名及び町界整備に関する事項を調査審議するため，旭川市

住居表示等審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 審議会は，市長の諮問に応じ，次の各号に掲げる事項について調査審議する。 

 ⑴ 住居表示に関すること。 

 ⑵ 町又は字の区域及び名称の変更に関すること。 

 ⑶ 町又は字の区域の新設及び廃止に関すること。 

 ⑷ その他市長が必要と認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 審議会は，委員15人以内で組織し，次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

 ⑴ 学識経験者 

 ⑵ 関係行政機関の職員 

２ 特別な事項を調査審議するため，必要があるときは，審議会に臨時委員を若干人置くこ

とができる。 

 

（任期） 

第４条 委員の任期は，２年とする。ただし，委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は，再任されることができる。 

３ 臨時委員は，特別な事項に関する調査審議が終了したときは，委嘱を解かれたものとみ

なす。 

 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長各１人を置き，委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は，会議の議長となり，会務を総括する。 

３ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理する。 

４ 会長，副会長共に事故あるとき，又は欠けたときは，あらかじめ会長の指名した委員が

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 審議会は，必要に応じて会長が招集する。 

２ 審議会は，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は，出席委員の過半数をもつて決し，可否同数のときは，会長の決すると

ころによる。 

 

 



 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は，市民生活部において処理する。 

 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，市長が別に定め

る。 

 

 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成元年10月16日条例第34号） 

この条例の施行期日は，規則で定める。（平成元年11月規則第46号で，同元年11月18日から施行） 

附 則（平成７年３月28日条例第10号） 

この条例の施行期日は，規則で定める。（平成７年４月規則第23号で，同７年４月15日から施行） 

 

附 則（平成19年３月23日条例第９号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成19年５月２日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 施行日の前日においてこの条例による改正前の旭川市住居表示等審議会条例（以下「改

正前の条例」という。）第３条第１項第２号に掲げる者のうちから委嘱されている委員及

び同項第４号に掲げる者のうちから任命されている委員の任期は，改正前の条例第４条第

１項の規定にかかわらず，その日に満了する。 

附 則（平成19年12月18日条例第44号） 

この条例の施行期日は，規則で定める。（平成20年４月規則第40号で，同20年５月１日から施行） 



●住居表示制度の概要について 

 

１ 住居表示とは 

   道路等で区切られた地域（街区）に街区符号（番）を付け，街区内の建物に住居番号（号）を付け

て，町名とこれらを組み合わせて住所を表すこと。 

   町割りが大きな場合や複雑で分かりづらい場合は，同時に町の区域の変更も実施することがある。 

２ 住居表示実施の効果 

・訪問者や緊急車両などがより早く目的地に着くことができる。 

・各種集配について誤配・遅配が少なくなり，日常生活の利便性が向上する。 

３ 本市の住居表示の実施状況 

   計画区域  7,841 ha 

   完了区域  5,611 ha（令和４年度末現在） 

   実施率     71.5% 

４ 実施地区選定の考え方 

  ・地元住民・企業等の理解と協力 

・住民の実施要望            実施地区を選定 

・全市的な優先度合い 

５ 地域対応 

  ・地域要望→要望のあった地域は，実施地区を選考する際に，優先事項とする。 

  ・地域対応→説明会等を開催し，実施に向けての理解と協力を得ていく。 

  ・住民等の負担→実施に伴い，住民には各種住所変更手続の負担が生じる。企業においては，名刺，

封筒，伝票等の変更に伴う費用の負担が生じる。 

 

●住居表示未実施地区の現状 

 

未実施地区
面積 
(ha) 要望

中央地区
各条通 475 無

南各条通 4 無

神楽地区

緑が丘 95 無

西神楽
70 無

34 無

神居地区
神居 47 無

忠和 26 無

新旭川地区

大雪通・パルプ町 63 無

パルプ町 91 無

未実施地区
面積  
(ha)

要望

永山地区

永山11・12条３･４丁目 11 無

流通団地 105 無

裏町 143 無

北星地区
（本町，大町，旭町，北門町，錦町，緑町，近文町，旭岡）

579 有

春光地区

春光町・大町３条 15 無

花咲
7 無

95 無

春光台地区 65 有

末広地区 末広（実業高校周辺） 29 無

東鷹栖地区 東鷹栖各条 85 無

11 

要望



参  考  資  料 



町の区域を変更するもの

町の名称 変更する町の区域の名称 変更する町の区域
東旭川町上兵村 東旭川町下兵村 同町の一部
東旭川町下兵村 東旭川町上兵村 同町の一部
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